
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
（
お
知
ら
せ
・
募
集
・
催
し
・
講
座
・
ス
ポ
ー
ツ
）

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
（
お
知
ら
せ
・
募
集
・
催
し
・
講
座
・
ス
ポ
ー
ツ
）

 

お
知
ら
せ

栃
木
市
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン

の
改
訂
に
伴
う
素
案
に
関
す
る
パ
ブ

リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
（
意
見
募
集
）

　

現
行
の
栃
木
市
都
市
計
画
マ
ス

タ
ー
プ
ラ
ン
の
上
位
計
画
で
あ
る
第

２
次
栃
木
市
総
合
計
画
が
策
定
さ

れ
、
ま
ち
づ
く
り
の
指
針
で
あ
る
栃

木
市
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
に

お
い
て
も
整
合
を
図
る
た
め
、
素
案

を
取
り
ま
と
め
ま
し
た
の
で
、
皆
様

の
意
見
等
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

対
象　
市
内
在
住
、
在
勤
、
在
学
の

方
／
市
内
に
事
業
所
等
を
有
す
る
個

人
、
法
人
等
／
市
税
の
納
税
義
務
者

／
本
計
画
に
利
害
関
係
を
有
す
る
方

募
集
期
間　
７
月
18
日
（
金
）
～
８

月
18
日
（
月
）（
必
着
）

閲
覧
場
所　
都
市
計
画
課
（
本
庁
舎

３
階
）
／
市
政
情
報
セ
ン
タ
ー
（
同

４
階
）
／
各
総
合
支
所
地
域
づ
く
り

推
進
課
／
大
宮・皆
川・吹
上・寺
尾・

国
府
の
各
公
民
館
窓
口
／
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ

提
出
方
法　
閲
覧
場
所
に
あ
る
意
見

書
様
式
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
に
必
要
事
項
を
記

入
の
う
え
、
次
の
窓
口
に
直
接
ま
た

は
問
合
先
へ
郵
送
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
・
メ
ー

ル
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

提
出
窓
口　
都
市
計
画
課
、
各
総
合

支
所
地
域
づ
く
り
推
進
課
、
大
宮
・

皆
川
・
吹
上
・
寺
尾
・
国
府
の
各
公

民
館
窓
口
（
平
日
８
時
30
分
～
17
時

15
分
）　　
　
　

そ
の
他　
提
出
さ
れ
た
意
見
等
は
後

日
公
表
し
ま
す
。（
住
所
・
氏
名
等

は
非
公
表
）
意
見
に
対
す
る
個
別
回

答
は
し
ま
せ
ん
。

問 

都
市
計
画
課　

  

☎
（21）
２
４
３
１

大
平
運
動
公
園
整
備
構
想
（
素
案
）

に
関
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

（
意
見
募
集
）

　

大
平
運
動
公
園
は
、
整
備
後
約
30

年
が
経
過
し
、
今
後
施
設
の
大
規
模

改
修
等
の
時
期
を
迎
え
る
こ
と
に
な

る
中
、
公
園
の
特
色
や
「
す
る
」「
み

る
」「
さ
さ
え
る
」
と
い
っ
た
多
様
な

形
で
の
ス
ポ
ー
ツ
と
の
関
わ
り
方
を

踏
ま
え
た
う
え
で
、
本
公
園
の
今
後

の
有
効
活
用
策
を
検
討
し
、
将
来
に

わ
た
り
市
民
に
愛
さ
れ
る
公
園
を
目

指
し
て
整
備
構
想
の
素
案
を
取
り
ま

と
め
ま
し
た
。
こ
の
素
案
に
対
す
る

皆
様
の
意
見
等
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

対
象　
市
内
在
住
、
在
勤
、
在
学
の

方
／
市
内
に
事
業
所
等
を
有
す
る
個

人
、
法
人
等
／
市
税
の
納
税
義
務
者

／
本
件
に
利
害
関
係
を
有
す
る
方

募
集
期
間 

８
月
６
日
（
水
）
～
９

月
５
日
（
金
）（
必
着
）

閲
覧
場
所　
公
園
緑
地
課
（
本
庁
舎

３
階
）
／
市
政
情
報
セ
ン
タ
ー
（
同

４
階
）
／
各
総
合
支
所
地
域
づ
く
り

推
進
課
／
大
宮・皆
川・吹
上・寺
尾・

国
府
の
各
公
民
館
窓
口
／
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ

提
出
方
法　
閲
覧
場
所
に
あ
る
意
見

書
様
式
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
に
必
要
事
項
を
記

入
の
う
え
、
次
の
窓
口
に
直
接
ま
た

は
問
合
先
へ
郵
送
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
・
メ
ー

ル
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

提
出
窓
口　
公
園
緑
地
課
、
各
総
合

支
所
地
域
づ
く
り
推
進
課
、
大
宮
・

皆
川
・
吹
上
・
寺
尾
・
国
府
の
各
公

民
館
窓
口
（
平
日
８
時
30
分
～
17
時

15
分
）

そ
の
他　
提
出
さ
れ
た
意
見
等
は
後

日
公
表
し
ま
す
。（
住
所
・
氏
名
等

は
非
公
表
）
意
見
に
対
す
る
個
別
回

答
は
し
ま
せ
ん
。

問 

公
園
緑
地
課　

  

☎
（21）
２
４
１
３

Ｎ
ｅ
ｔ
１
１
９
サ
ー
ビ
ス

　
市
消
防
本
部
通
信
指
令
セ
ン
タ
ー

で
は
、「
聴
覚
・
言
語
障
害
者
向
け
」

Ｎ
ｅ
ｔ
１
１
９
緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム

を
導
入
し
て
い
ま
す
。

　
会
話
が
不
自
由
な
方
が
、
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
等
の
画
面
を
タ
ッ
チ
す
る

こ
と
に
よ
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を

利
用
し
て
通
報
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

　
シ
ス
テ
ム
の
利
用
に
は
、
事
前
登

録
が
必
要
で
す
。
登
録
を
希
望
す
る

方
は
申
請
窓
口
へ
お
問
合
せ
く
だ
さ

い
。

　

詳
細
は
２
次
元
コ
ー

ド
か
ら
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問 

消
防
本
部　

通
信
指
令
課
（
平

柳
町
１
丁
目
）
☎

（22）
０
１
１
９
（
ガ

イ
ダ
ン
ス
６
番
）
FAX 

（23）
６
５
６
２

※
手
話
通
訳
者
は
常
駐
し
て
お
り
ま

せ
ん
の
で
筆
談
な
ど
で
の
会
話
と
な

る
こ
と
を
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

  

障
が
い
福
祉
課　

☎
（21）
２
２
０
３

10
月
１
日
は
国
勢
調
査

　
国
勢
調
査
は
、
日
本
に
住
ん
で
い

る
す
べ
て
の
人
お
よ
び
世
帯
を
対
象

に
５
年
ご
と
に
行
わ
れ
る
大
規
模
な

統
計
調
査
で
す
。

　
９
月
下
旬
に
調
査
員
が
全
世
帯
を

訪
問
し
、
調
査
書
類
の
配
布
を
行
い

ま
す
。調
査
票
の
回
答
は
、イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
、
郵
送
、
調
査
員
へ
の
提
出

の
い
ず
れ
か
と
な
り
ま
す
。
パ
ソ
コ

ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
か
ら
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
回
答
が
で
き
ま
す

の
で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問 

総
合
政
策
課　

  

☎
（21）
２
３
０
６

全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム
（
Ｊ
ア

ラ
ー
ト
）
全
国
一
斉
情
報
伝
達
試
験

訓
練
日
時　
８
月
20
日
（
水
）
11
時

放
送
内
容　
「
上
り
チ
ャ
イ
ム
＋『
こ

れ
は
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
の
テ
ス
ト
で
す
』

×
３
＋
下
り
チ
ャ
イ
ム
」

放
送
さ
れ
る
機
器　

屋
外
ス
ピ
ー

カ
ー
（
１
８
４
か
所
）
／
防
災
ラ
ジ

オ
（
自
動
起
動
し
、
Ｆ
Ｍ
く
ら
ら

８
５
７
の
緊
急
割
り
込
み
放
送
が
流

れ
ま
す
。）／
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ（
Ｌ

字
放
送
の
テ
ロ
ッ
プ
が
流
れ
ま
す
）

問 

危
機
管
理
課     

☎
（21）
２
５
５
１

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お
持
ち

の
方
は
コ
ン
ビ
ニ
交
付
を
ご
活
用

く
だ
さ
い

　
コ
ン
ビ
ニ
交
付
と
は
、
全
国
の
コ

ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
等
の
マ
ル
チ

コ
ピ
ー
機
か
ら
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
を
利
用
し
て
住
民
票
な
ど
の
各
証
明

書
を
取
得
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お
持
ち
の
方

は
、
利
用
者
用
電
子
証
明
書
（
数
字
４

桁
の
暗
証
番
号
）を
入
力
す
る
こ
と
で
、

住
民
票
・
印
鑑
証
明
・
各
種
税
証
明
を

取
得
で
き
ま
す
。

メ
リ
ッ
ト　
市
窓
口
よ
り
も
１
０
０

円
安
く
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
（
窓
口
３
０
０
円
・
コ
ン
ビ
ニ

２
０
０
円
）
／
土
曜
日
・
日
曜
日
で

も
取
得
で
き
ま
す
。

注
意
点　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と

利
用
者
用
電
子
証
明
書
の
暗
証
番
号

（
数
字
４
桁
）
が
必
要
で
す
／
取
得

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
証
明
書
が
あ

り
ま
す
。（
戸
籍
謄
本
・
抄
本
等
の

戸
籍
証
明
、
履
歴
や
住
民
票
コ
ー
ド

入
り
の
住
民
票
、
住
民
票
の
除
票
等

は
取
得
で
き
ま
せ
ん
）

利
用
可
能
な
コ
ン
ビ
ニ
・
店
舗

セ
ブ
ン
イ
レ
ブ
ン
／
ロ
ー
ソ
ン
／

フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
／
ミ
ニ
ス
ト
ッ

プ
／
イ
オ
ン

利
用
可
能
時
間　
６
時
30
分
～
23
時

（
イ
オ
ン
は
店
舗
の
営
業
時
間
内
）

※
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
日
を
除
く

問 

市
民
生
活
課    

☎
（21）
２
１
２
６

こ
ん
な
時
は
国
民
年
金
の
手
続
き
を

　
日
本
に
住
む
20
歳
以
上
60
歳
未
満

の
全
て
の
方
は
、
国
民
年
金
に
加
入

し
ま
す
。
年
金
の
種
別
は
次
の
３
種

類
で
、
種
別
に
よ
り
保
険
料
の
納
付

や
変
更
な
ど
の
手
続
き
が
異
な
り
ま

す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

第
１
号
被
保
険
者:

自
営
業
者
・
学
生
等

　
年
金
の
手
続
き
は
、
全
て
ご
自
身

で
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

第
２
号
被
保
険
者:

厚
生
年
金
に
加

入
し
て
い
る
お
勤
め
の
方
等

　
年
金
の
手
続
き
は
、
勤
め
先
の
事

業
主
が
行
い
ま
す
が
、
60
歳
未
満
で

退
職
し
た
場
合
は
、
第
１
号
被
保
険

者
に
な
る
た
め
の
手
続
き
を
ご
自
身

で
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

第
３
号
被
保
険
者:

第
２
号
被
保
険

者
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
配
偶
者

　
年
金
の
手
続
き
は
、
配
偶
者
の
勤

め
先
の
事
業
主
が
行
い
ま
す
が
、
次

の
よ
う
な
理
由
に
よ
り
、
60
歳
未
満

で
被
扶
養
配
偶
者
で
な
く
な
っ
た
場

合
は
、
第
１
号
被
保
険
者
に
な
る
た

め
の
手
続
き
を
ご
自
身
で
行
う
必
要

が
あ
り
ま
す
。

①
配
偶
者
の
退
職
／
②
本
人
の
パ
ー

ト
等
収
入
の
増
加
／
③
配
偶
者
の
死

亡
／
④
離
婚
な
ど

第
１
号
被
保
険
者
に
な
る
手
続
き
に

必
要
な
も
の

①
資
格
喪
失
証
明
書
等
／
②
手
続
き

さ
れ
る
方
の
年
金
番
号
が
わ
か
る
も

の
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
通
知

カ
ー
ド
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
一
つ
／

③
来
庁
さ
れ
る
方
の
ご
本
人
確
認
が

で
き
る
書
類
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
、
運
転
免
許
証
等
）

【
代
理
人
が
手
続
き
す
る
場
合
】・
委

任
状
（
様
式
自
由
）

場
所　
栃
木
年
金
事
務
所
（
城
内
町

１
丁
目
）、
保
険
年
金
課
、
各
総
合

支
所
地
域
づ
く
り
推
進
課

問 

栃
木
年
金
事
務
所
☎
（22）
４
１
３
１

   

保
険
年
金
課  　
☎
（21）
２
１
３
４

８
月
は
道
路
ふ
れ
あ
い
月
間
で
す

　
道
路
の
役
割
や
重
要
性
を
改
め
て

認
識
し
て
い
た
だ
き
、
道
路
を
常
に

広
く
、
美
し
く
、
安
全
に
利
用
し
て

い
た
だ
く
た
め
、
道
路
や
側
溝
清
掃

な
ど
の
道
路
愛
護
活
動
に
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

問 

道
路
河
川
維
持
課
☎

（21）
２
７
７
３

こ
ど
も
の
一
時
預
か
り
事
業
利
用

者
負
担
へ
の
一
部
助
成

　
令
和
７
年
度
４
月
か
ら
の
一
時
預

か
り
事
業
利
用
者
負
担
に
つ
き
ま
し

て
、
費
用
の
一
部
助
成
を
開
始
し
ま

し
た
。

　
該
当
に
な
る
方
は
申
請
が
必
要
で

す
。

　

詳
細
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

問 

保
育
課       　
☎

（21）
２
２
３
２

特定外来生物クビアカツヤカミキリに注意特定外来生物クビアカツヤカミキリに注意
　クビアカツヤカミキリの被害が拡大しています。幼虫が
モモ、ハナモモ、スモモ、ウメ、サクラに寄生し、内部を食い
荒らすことで、樹木は最終的に枯れてしまいます。

成虫の特徴
６月から８月に発生／頭からお尻まで
の長さは、２～４㎝／全体に光沢のあ
る黒色で、胸部（クビの部分）が赤く、
そろばんの珠の形をしている／捕まえ
ると刺激臭を発することがある

被害木の特徴
幼虫が入り込んだ樹木からは、大量の
フラス（幼虫のフンと木くずが混ざっ
たもの）が排出される

防除対策
被害木は県の「クビアカツヤカミキリ
防除対策マニュアル」に沿って、薬剤
処理やネット巻き・捕殺をしなくてはなりま
せん。また活動期である５月～８月の被害木
の伐採は原則禁止されています。詳細は県
ホームページで確認してください。

特定外来生物
クビアカツヤカミキリは特定外来生物に指定されており、
生きたままの運搬や飼育、販売等が禁止されています。違
反した場合には罰則があります。

問 環境課　☎（21）2420
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